
都道府県医師会

産業保健担当理事 殿

医療保健業の従事者への電離放射線障害防止規則の規定に係る周知につぃて

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、標記の件について、別添のとおり厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生

課より本会宛に、その周知について協力依頼がありました。

現在、水晶体の被ばく限度の見直し等に伴う所要の改正に資することを目的として、

「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」が開催されてぃるところであり

ますが、これまでの審議会等の議論の中で、医療保健業に従事する方々の被ぱくの割合

が高いこと力井酎商されております。

この度、放射線業務従事者の被ぱく限度の遵守事項や測定方法等をまとめた医療機関

の事業者向けのり一フレットが作成されました。

つきましては、本件の趣旨をご理解の上、貴会関係郡市区医師会等に対して、医療機

関における被ばく低減対策への取り組みが進むよう周知方につきまして、貴職の特段の

'高配をお願い申し上げます。

なお、通知に記載されているURLが閲覧不能な状態となってぃます。

現在、以下のURLが閲覧可能となってぃますので、お知らせします。

htヒPS://WWW.mhlw.go.jp/contenvoo0481094.pdf

(健 1209)

平成31年3月4日

日本医師会

松本

htヒPS://WWW.mhlw.go.jp/Sぜ/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouki

jun/gyousei/anzen/index.html
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公益社団法人日本医師会御中

⑦

労働衛生行政の運営にっきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼
申し上げます。

厚生労働省では、電離放射線障害防止規則(昭和 47年労働省令第 41 号、以

下「電離則」といいます。)'にっいて、水晶体の被ぱく限度の見直し等に伴う所

要の改正に資することを目的として、殉艮の水晶体の被ぱく限度の見直し等に関
する検討会」を開催しているところです。

本検討会を通じて、電離則の規定に係る周知に御協力いただけるよう参考と

なるり一フレツトを作成しましたので、貴会におかれましては、ご活用いただ

きますようお願いします。

なお、本リーフレットは、厚生労働省ホームページ内の次のURLで掲載して
います。
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厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課

htt s ://WWW. mh lw 0 /contenvoo04刀618. df
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管理区域に立ち入る方は、一時的に立ち入る場合(注)も含めて、
全ての方または腹 1こ放'定装しなけれぱなりません

電離力す線障害防止規則 8欠第3項1こ定める線量の測定方法

「均等被ぱく」と「不均等被ぱく」
均等被はくの場合 「不均被ぱく」とは、体に受ける被ぱく

量が均等でないことをいい、防護エプロ
ンを使用する合などが当します。A B
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事者は、くのぱくきるり低 よう努めとともに、

放業務従者の被ぱく限を遵守しなければなりません。
※1 実効線量が5年間につき10伍11SV、かつ、 1年間につき50lnsVを超えないことなど

理1ξ域

した理区瀧を 明示して、事業者は、
'.▲し、理区域内の入ノ
'.見やすい,に、放'1定器の装着に関する

どーしなけれぱなりません。
"珂なくして

ゞしりを゛Y'、1'

※2 実効線量が13msW3月(年問5msV相当)を超えるおそれのある区域などを、管理区域に
設定しなけれぱなりません。

(参考)管理区域で働く方の主な健康障害防止措置
・放射線業務従事者才劇よく限度、線量測定(一時立ち入り者を含む)
・一定の場合における退去者/持出し物品の汚染検査
・作業環境測定(放射線装置を固定する等の要件を満たすときは6月以内ご

それ以外は1月以内ごと)
・放射線業務に常時従事する者:電離放射線健康診断(6月以内ごと)

線量'測定結果等の取扱い

と0 '・放 のを、業は、 1 の1

者皆さんに'らしなければなりません。必ず放
※3るとともに、②については①については 0

する必要あります。基準、より

電離健診様式※3 電離放射線健康診断結果報告書様式

..

●放射線による影

放射線や放射能を
表すのに使われる

V (シーベルト)
とは人体に与える

を表す単位です

管理域の明示
(年5msV相当)

都、府県労
せくたさい

100%の人が死亡

局・

を分類すると、下図のようになります。(出典:「1CRp pub

生殖器:不妊水晶体:混濁 皮:脱毛
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10omsV以下では

職業被ぱく限度がんの増加は確血中りンパ球 50%の人が死亡悪心・嘔吐
(年50msv).の減少認されていない

●受けた放射線量が小さい場合(10omsV未満)、がんなどになるかどぅかは、はっきりとした医学的知見はありま
せん。広島・長崎の原爆被ばく者の調査でも、 10omsV未満の方には、がんの増加は認められていません。

●このため、国際放射線防護委員会(1CRP)などでは、職業被ばくの限度を「がんの増加が認められておらず、
容認できる範囲」に定めました。

放射線か人体に与える
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